
評価結果調書 
 
 
１ 事業概要 

 
 
２ 評価結果 

 

部局課名  愛媛県教育委員会事務局指導部高校教育課 

事業名称  愛媛県立松山南高等学校本館改築事業 

事業概要 

事業目的 

建築後 60年以上が経過し、老朽化した本館と特別教室棟を

集約して改築することにより、生徒の安全を確保するとと

もに、教育環境の充実を図る。 

事業内容 
松山南高校本館及び特別教室棟を解体撤去し、機能を集約

して本館跡地に新校舎を建設する。 

用地 

所在地 愛媛県松山市末広町１１－１ 

敷地面積 24,818㎡ 

用地確保 ☑ 県有地   □ 民有地（□ 買収・□ 賃借） 

計画上の規制 
愛媛県人にやさしいまちづくり条例 

松山市中高層建築物指導要綱 

建設 

事業規模 
延床面積：3,500㎡ 

ＲＣ造 ４階 

整備種別 

□ 新設・増設 ☑ 現地更新 □ 移転更新  

□ 大規模修繕・改修 □ 統合・複合化  

□ その他（                   ） 

概算事業費 

用地取得費 なし 

設計・建設費 19億 5,000万円 

維持管理・運

営費（年間） 
－ 

総事業費 19億 5,000万円 

事業スケジュール 

令和５年度 設計 

令和６年度 仮設・解体 

令和７～８年度 建設 

補助制度の有無 

□ 有 

名称（                 ） 

制度内容： 

 

☑ 無 

先行類似事例 
新居浜商業本館改築 

松山北高校第二教棟改築 

定量評価結果概要 ＶＦＭ：1.2億円 7.8％   （詳細は別紙１） 

定性評価結果概要 別紙２による 

検討結果 従来手法による整備が妥当である 



（別紙１） 

PPP/PFI手法簡易定量評価調書 
 

 
従来型手法 

（公共施設等の管理者等が自ら整備

等を行う手法） 

採用手法 

（候補となる PPP/PFI手法） 

整備等（運営等

を除く。）費用 
19.5億円 

17.6億円 

（式：19.5 億円（整備費）×0.9（削減率 10

％）＝17.6 億円） 

＜算出根拠＞ 

類似事例である新居浜商業本館改築及

び松山北高校第二教棟改築事業の床面

積当たりの単価を元に算出 

従来型手法より 10％削減の想定 

運営等費用 ― ― 

＜算出根拠＞ 従来型手法の場合は想定せず ＢＴ方式の場合は想定せず 

利用料金収入 ― ― 

＜算出根拠＞ 従来型手法の場合は想定せず 
学校教育法第５条の規定により設置者

が管理主体となる 

資金調達費用 

0.8億円 

（式：19.5 億円（整備費用）×75％（起債

充当率）を起債利率 0.35％・償還期間 30 年

の元金均等償還） 

0.7億円 

（式：17.6 億円（整備費用）×75％（起債

充当率）を起債利率 0.35％・償還期間 30 年

の元金均等償還） 

＜算出根拠＞ 

想定される起債充当率、起債利率、起

債償還方法（償還期間、償還方法）を

元に算出 

想定される起債充当率、起債利率、起

債償還方法（償還期間、償還方法）を

元に算出 

調査等費用 ― 0.35億円 

＜算出根拠＞ 従来型手法の場合は想定せず 
導入可能性調査の費用及びその後の業

務委託の費用の想定 

税金 ― ― 

＜算出根拠＞ 従来型手法の場合は想定せず 収益の想定なし 

税引後損益 ― ― 

＜算出根拠＞ 従来型手法の場合は想定せず 収益の想定なし 

合計 20.3億円 18.6億円 

合計（現在価値） 15.6億円 14.4億円 

財政支出削減率  VFMは 1.2億円 7.8% 

その他 

（前提条件等） 

事業期間 30年間 

割引率 2.6％ 

 



（別紙２） 

 
 

PPP/PFI手法簡易定性評価調書 

 
 
 

評価方法（※） 評価結果概要 

イ 類似事例の調査を踏まえ

た評価 

○ 設計から建設、維持管理等の業務は、民間事業者に委

託できる事業であるが、学校教育に係る運営について

は、学校教育法第５条により設置者自らが行うこととさ

れているため、民間事業者のノウハウや創意工夫を活用

する余地は小さい。 

○ 設計・建設については、学校内の１施設の改築である

ことから、整備する教室の種類と数が既に決まっている

ため、制約が多くなる。 

○ 維持管理業務については、一括して委託することによ

り、各業務間の連携・整合性の向上及び業務の効率化が

図られるが、運営と一体的に実施できないため、その効

果は限定的である。 

○ 他県の先行類似事例においても、PFIの導入による効

果が小さいとの理由から従来手法による整備が妥当であ

るとの検討結果となっている。 

 ・秋田県立金足農業高等学校 

 ・佐賀県立唐津工業高等学校 

 ・千葉県立八千代高等学校 

 ・千葉県立安房特別支援学校 外 

 

以上により、維持管理業務において一定の効率化は見込

まれるものの、学校教育に係る運営については、民間事業

者のノウハウや創意工夫を活用する余地が小さいことか

ら、PFI手法の導入による公共サービスの向上はほとんど

見込まれず、定性的効果は小さい。 

 

 

※ 評価方法は次に掲げる評価その他公的負担の抑制につながることを客観的に評価することができ

る方法により評価する。 

ア 民間事業者への意見の聴取を踏まえた評価 

イ 類似事例の調査を踏まえた評価 


